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「専利審査指南」（2010 年 2 月 1 日より施行） 「専利審査指南改訂草案（意見募集稿）」1 

第二部第九章 

5.2 特許請求の範囲の作成 

コンピュータプログラムに係る発明専利出願の請求項

は、方法の請求項にすることも、製品の請求項にすること

もでき、例えば、当該方法を実現させるための装置の請求

項にすることもできる。いずれの形式の請求項にしても、

明細書にサポートされることが必要で、当該発明の技術方

案を全体的に反映し、技術的課題を解決するための必須技

術特徴を記載する必要があり、当該コンピュータプログラ

ムの有する機能及びその機能によって達成される効果を概

括的に記述しただけのものであってはならない。方法の請

求項にする場合、方法のフローにおけるステップに従って、

当該コンピュータプログラムの実行するそれぞれの機能、

及びこれらの機能が如何に達成されたのかについて、詳細

に記載しなければならない。装置の請求項にする場合、当

該装置の各構成部分及び各構成部分の間の関係を具体的に

記載し、前記構成部分はハードウェアを含むのみならず、

ソフトウェアも含むことができる。 

…… 

第二部第九章 

5.2 特許請求の範囲2の作成 

コンピュータプログラムに係る発明専利出願の請求項は、方法の

請求項にすることも、製品の請求項3にすることもでき、例えば、当

該方法を実現させるための装置、コンピュータ読み取り可能な記憶

媒体、又はコンピュータプログラム製品の請求項にすることもでき

る。いずれの形式の請求項にしても、明細書にサポートされること

が必要で、当該発明の技術方案を全体的に反映し、技術的課題を解

決するための必須技術特徴4を記載する必要があり、当該コンピュー

タプログラムの有する機能及びその機能によって達成される効果を

概括的に記述しただけのものであってはならない。方法の請求項に

する場合、方法のフローにおけるステップに従って、当該コンピュ

ータプログラムの実行するそれぞれの機能、及びこれらの機能が如

何に達成されたのかについて、詳細に記載しなければならない。装

置の請求項にする場合、当該装置の各構成部分及び各構成部分の間

の関係を具体的に記載し、前記構成部分はハードウェアを含むのみ

ならず、ソフトウェアも含むことができる。 

…… 

コンピュータプログラム製品とは、主にコンピュータプログラム

                                                      

1 原文は国家知識産権局の公式サイト https://www.cnipa.gov.cn/art/2021/8/3/art_75_166474.html  

2 原文は「権利要求書」である。 

3 中国の「製品の請求項」は日本の「物のクレーム」と同義である。 

4 中国の「必須技術特徴」は日本の「必須構成要件」と同義である。 

https://www.cnipa.gov.cn/art/2021/8/3/art_75_166474.html
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以下に、コンピュータプログラムに係る発明を、それぞ

れ装置の請求項と方法の請求項にした場合の例を示し、参

考に供する。 

…… 

【例 3】 

…… 

を通じて当該解決方案を実現するソフトウェア製品であると理解す

べきである。 

以下に、コンピュータプログラムに係る発明を、それぞれ装置製

品の請求項と方法の請求項にした場合の例を示し、参考に供する。 

…… 

【例 3】 

…… 

 【例 4】 

 「一種の画像ノイズを除去する方法」に関する発明専利出願につ

いて、以下の形で方法、装置、コンピュータ読み取り可能な記憶媒

体及びコンピュータプログラム製品の請求項に作成することができ

る。 

1.一種の画像ノイズを除去する方法であって、 

 コンピュータに入力した処理待ち画像の各画素データを取得する

ステップと、 

 当該画像の全画素のグレースケール値を用いて、当該画像のグレ

ースケールの平均値及びその分散値を算出し、画像ごとに全画素の

グレースケール値が平均値の上下 3 倍の分散内に属するか否かを判

断し、属する場合、当該画素のグレースケール値を補正しないが、

属さない場合、当該画素はノイズとなり、当該画素のグレースケー

ル値を補正することにより、ノイズを除去するするステップと 

 を含むことを特徴とする画像ノイズを除去する方法。 

 2.一種のコンピュータ装置／デバイス／システムであって、メモ

リ、プロセッサ及びメモリに記憶されたコンピュータプログラムを



特許業務法人 三枝国際特許事務所 

3 

 

備え、前記プロセッサが前記コンピュータプログラムを実行するこ

とにより、請求項 1 に記載の方法のステップを実現することを特徴

とするコンピュータ装置／デバイス／システム。 

 3.一種のコンピュータで読み取り可能な記憶媒体であって、 

前記記憶媒体にはコンピュータプログラム／指令が記憶され、前記

コンピュータプログラム／指令がプロセッサによって実行されると

請求項 1 に記載の方法のステップを実現させることを特徴とするコ

ンピュータ読み取り可能な記憶媒体。 

 4.一種のコンピュータプログラム製品であって、前記コンピュー

タプログラム製品はコンピュータプログラム／命令を含み、前記コ

ンピュータプログラム／指令がプロセッサによって実行されると請

求項 1 に記載の方法のステップを実現させることを特徴とするコン

ピュータプログラム製品。 

第二部第九章 

6.1.2 専利法第2条第2項に基づく審査 

…… 

アルゴリズム特徴又は商業規則及び方法特徴を含む請求

項が技術方案に属するか否かについて審査するとき、請求

項に記載されたすべての特徴を全体的に考慮する必要があ

る。当該請求項に発明が解決しようとする技術的課題に対

して、自然法則を利用した技術的手段を採用し、かつこれ

によって自然法則に従った技術的効果を取得した場合、当

該請求項によって特定された解決方案は、専利法第 2 条第

2 項に記載する技術方案に該当する。例えば、請求項におい

第二部第九章 

6.1.2 専利法第2条第2項に基づく審査 

…… 

アルゴリズム特徴又は商業規則及び方法特徴を含む請求項が技術

方案に属するか否かについて審査するとき、請求項に記載されたす

べての特徴を全体的に考慮する必要がある。当該請求項に発明が解

決しようとする技術的課題に対して、自然法則を利用した技術的手

段を採用し、かつこれによって自然法則に従った技術的効果を取得

した場合、当該請求項によって特定された解決方案は、専利法第2条

第2項に記載する技術方案に該当する。 

 例えば、請求項においてアルゴリズムに係る各ステップが解決し
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てアルゴリズムに係る各ステップが解決しようとする技術

的課題と密接に関係ことが体現され、アルゴリズムの処理

に係るデータが技術分野において確実に技術的意味を有す

るデータであり、アルゴリズムの実行が自然法則を使用し

て技術的課題を解決する過程を直接体現し、かつ技術的効

果を取得した場合、通常、当該請求項によって特定された

解決方案は専利法第 2 条第 2 項に記載する技術方案に該当

する。 

ようとする技術的課題と密接に関係ことが体現され、アルゴリズム

の処理に係るデータが技術分野において確実に技術的意味を有する

データであり、アルゴリズムの実行が自然法則を使用して技術的課

題を解決する過程を直接体現し、かつ技術的効果を取得した場合、

通常、当該請求項によって特定された解決方案は専利法第2条第2項

に記載する技術方案に該当する。 

請求項に係る解決方案が、深層学習、分類、クラスタリングなど

の人工知能、ビッグデータアルゴリズムの改良に関わり、当該アル

ゴリズムがコンピュータシステムの内部構造と特定の技術的関連が

あり、データ記憶量の削減、データ伝送量の削減、ハードウェア処

理速度の向上などを含むハードウェアの演算効率又は実行効果を如

何に向上させるかという技術的課題を解決することができ、これに

より自然法則に則したコンピュータシステム内部性能の改良という

技術的効果を取得した場合、当該請求項によって特定された解決方

案は専利法第 2条第 2項に記載の技術方案に該当する。 

請求項の解決方案が処理するのは具体的な応用分野のビッグデー

タであり、分類、クラスタリング、回帰分析、ニューラルネットワ

ークなどを用いてデータにおける自然法則に則した内在的な関係を

掘り出し、これにより具体的な応用分野におけるビッグデータ分析

の信頼性又は精度を如何に向上させるかという技術的課題を解決

し、対応する技術的効果を取得した場合、当該請求項によって特定

された解決方案は、専利法第 2 条第 2 項に記載された技術方案に該

当する。 

6.1.3 新規性と進歩性の審査 6.1.3 新規性と進歩性の審査 
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…… 

技術的特徴もアルゴリズム特徴又は商業規則、方法特徴

も含む発明専利出願について、進歩性の審査を行う際には、

技術的特徴と機能的に互いに支持し合い、相互作用の関係

にあるアルゴリズム特徴又は商業規則、方法特徴を、前記

技術的特徴と一つのまとまりとして考慮しなければならな

い。「機能的に互いに支持し合い、相互作用の関係にある」

とは、アルゴリズム特徴又は商業規則、方法特徴が、技術

的特徴と密接に結合し、共同して技術的課題を解決するた

めの技術的手段を構成し、かつ対応する技術的効果を取得

することができることを指す。 

例えば、請求項におけるアルゴリズムを具体的な技術分

野に応用して具体的な技術的課題を解決できる場合、当該

アルゴリズム特徴が、技術的特徴と機能的に支持し合い、

相互作用の関係にあると認めることができる。当該アルゴ

リズム特徴は、採用された技術的手段の構成部分となり、

進歩性の審査に際して、前記アルゴリズム特徴の技術方案

に対する貢献を考慮しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

…… 

技術的特徴もアルゴリズム特徴又は商業規則、方法特徴も含む発

明専利出願について、進歩性の審査を行う際には、技術的特徴と機

能的に互いに支持し合い、相互作用の関係にあるアルゴリズム特徴

又は商業規則、方法特徴を、前記技術的特徴と一つのまとまりとし

て考慮しなければならない。「機能的に互いに支持し合い、相互作用

の関係にある」とは、アルゴリズム特徴又は商業規則、方法特徴が、

技術的特徴と密接に結合し、共同して技術的課題を解決するための

技術的手段を構成し、かつ対応する技術的効果を取得することがで

きることを指す。 

例えば、請求項におけるアルゴリズムを具体的な技術分野に応用

して具体的な技術的課題を解決できる場合、当該アルゴリズム特徴

が、技術的特徴と機能的に支持し合い、相互作用の関係にあると認

めることができる。当該アルゴリズム特徴は、採用された技術的手

段の構成部分となり、進歩性の審査に際して、前記アルゴリズム特

徴の技術方案に対する貢献を考慮しなければならない。 

 請求項におけるアルゴリズムが、コンピュータシステムの内部構

造と特定の技術的関連があり、コンピュータシステムの内部性能に

対する改善が実現され、データ記憶量の低減、データ伝送量の低減、

ハードウェア処理速度の向上などを含むハードウェアの演算効率又

は実行効果が向上された場合、当該アルゴリズム特徴は、技術的特

徴と機能的に支持し合い、相互作用の関係にあると認められ、進歩

性の審査を行う際には、前記アルゴリズム特徴の技術方案に対する

貢献を考慮しなければならない。 
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更に例示すると、請求項の商業規則、方法特徴の実施が、

技術的手段の調整又は改善が必要な場合、当該商業規則、

方法特徴は、技術的特徴と機能的に支持し合い、相互作用

の関係にあると認めることができる。進歩性の審査に際し

て、前記商業規則、方法特徴の技術方案に対する貢献を考

慮しなければならない。 

更に例示すると、請求項のビ商業規則、方法特徴の実施が、技術

的手段の調整又は改善が必要な場合、当該商業規則、方法特徴は、

技術的特徴と機能的に支持し合い、相互作用の関係にあると認める

ことができる。進歩性の審査に際して、前記商業規則、方法特徴の

技術方案に対する貢献を考慮しなければならない。 

 発明専利出願に係る解決方案が、ユーザエクスペリエンスの向上

をもたらすことができ、かつ当該ユーザエクスペリエンスの向上が、

技術的特徴によるもの又は生じさせたもの、又は技術的特徴と機能

的に互いに支持し合い、相互作用の関係にあるアルゴリズム特徴又

は商業規則、方法特徴と共同してもたらしたもの又は生じたもので

ある場合、進歩性の審査を行う際に考慮しなければならない。 

第二部分第九章 

6.2 審査例 

…… 

（2）技術的課題を解決するために、技術的手段を用いて、

技術的効果を取得するアルゴリズム特徴又は商業規則、方

法特徴を含む発明専利出願は、専利法第 2 条第 2 項に規定

する技術方案に該当するため、専利保護の客体に該当する。 

…… 

【例 4】 

…… 

 

 

 

第二部分第九章 

6.2 審査例 

…… 

（2）技術的課題を解決するために、技術的手段を用いて、技術的

効果を取得するアルゴリズム特徴又は商業規則、方法特徴を含む発

明専利出願は、専利法第 2 条第 2 項に規定する技術方案に該当する

ため、専利保護の客体に該当する。 

…… 

【例 4】 

…… 

【例 5】 

深層ニューラルネットワークモデルの訓練方法 

出願内容の概要 
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発明専利出願は、深層ニューラルネットワークモデルの訓練方法

を提供し、あるサイズの訓練データに対して、複数の候補訓練方法

から訓練の所要時間が最短となる訓練方法を選択してモデルの訓練

に適用することにより、同じシングルプロセッサ又はマルチプロセ

ッサを固定的に採用する訓練方法がすべてのサイズの訓練データに

は対応できないことによる訓練速度の低下の問題を解決する。 

出願に係る請求項 

一種の深層ニューラルネットワークモデルの訓練方法であって、 

訓練データのサイズが変更された場合、変更後の訓練データに対

して、前記変更後の訓練データが予め設定された候補訓練方法にお

ける訓練所要時間をそれぞれ計算し、 

予め設定された候補訓練方法から訓練所要時間が最短となる訓練

方法を、前記変更後の訓練データの最適訓練法として選択し、前記

候補訓練方法は、シングルプロセッサ方法とデータ並列に基づくマ

ルチプロセッサ方法を含み、 

前記変更後の訓練データを前記最適な訓練法においてモデル訓練

する 

ことを含む深層ニューラルネットワークモデルの訓練方法。 

分析及び結論 

当該解決方案は、深層ニューラルネットワークモデルの訓練方法

に係り、当該モデルの訓練方法は、訓練速度の低下の問題を解決す

るために、異なるサイズの訓練データに対して、異なる処理効率を

有するシングルプロセッサ訓練方法又はマルチプロセッサ訓練方法

に適応するものを選択し、当該モデルの訓練方法は、コンピュータ
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システムの内部構造と特定の技術的関連があり、訓練過程における

ハードウェアの実行効果を向上させることにより、自然法則に則し

たコンピュータシステム内部性能の改良という技術的効果を取得し

た。したがって、当該発明専利出願の解決方案は、専利法第 2 条第

2項に規定された技術方案に該当し、専利保護の客体に該当する。 

【例 6】 

電子チケット使用傾向度の分析方法 

出願内容の概要 

ユーザを惹きつけるために、マーチャントはユーザに様々な電子

チケットを発行している。しかし、電子チケットを、目的なく配信

すると、本来需要のあるユーザを惹き付けることができないどころ

か、ユーザに閲覧、フィルタリングの負担を却って増やしてしまう

ことになる。発明専利出願は、一種の電子チケット使用傾向度認識

モデルを構築する方法を提供し、電子チケットの種類、ユーザの行

動などを分析することで、電子チケット使用傾向度認識モデルを正

確に構築することができるようにし、ユーザの電子チケットに対す

る使用傾向をより精確に判断し、配信した電子チケットがユーザの

実際のニーズをより満たすものにし、電子チケットの利用率を向上

させる。 

出願に係る請求項 

一種の電子チケット使用傾向度の分析方法であって、 

電子チケットの情報に基づいて電子チケットを分類して電子チケ

ットの種類を取得し、 

電子チケットの応用場面に基づいてユーザサンプルデータを取得
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し、 

ウェブページの閲覧、キーワードの検索、フォロー、ショッピン

グカートに入れ、電子チケットの購入及び使用を含むユーザ行為に

基づいて、前記ユーザサンプルデータからユーザ行動特徴を抽出し、 

ユーザサンプルデータを訓練サンプルとし、ユーザ行動特徴を属

性ラベルとし、異なる種類の電子チケットに対して電子チケット使

用傾向度認識モデルを訓練し、 

訓練された電子チケット使用傾向度認識モデルによって電子チケ

ットの使用される確率を予測し、異なる種類の電子チケットに対す

るユーザの使用傾向度を取得する 

ことを含むことを特徴とする電子チケット使用傾向度の分析方

法。 

分析及び結論 

当該解決方案は、電子チケット使用傾向を構築する方法に係り、

当該方法が処理するのは電子チケットに関するビックデータであ

り、電子チケットを分類し、サンプルデータを取得し、行動特徴を

確定し、及びモデル訓練を行うことによって、ユーザ行動特徴と電

子チケット使用度傾向との内在的な関連を掘り出し、閲覧時間が長

く、探索回数が多く、電子チケットの使用が頻繁であるなどの行動

特徴は、対応する種類の電子チケットに対する使用傾向度が高いこ

とを示し、このような内在的な関連は自然法則に則し、これによっ

て、ユーザの電子チケット使用傾向度に対する分析の精確性を如何

に高めるかとの課題を解決し、対応する技術的効果を取得した。し

たがって、当該発明専利出願の解決方案は、専利法第 2 条第 2 項に
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規定された技術方案に該当し、専利保護の客体に該当する。 

【例 7】 

ナレッジグラフの推論方法 

出願内容の概要 

ナレッジグラフは、多くの自然言語処理アプリケーション、例え

ば質問応答システム、セマンティック検索などにおいて非常に重要

な役割を有する。しかしながら、知識取得の不確実性のため、実体

の認識及び関係の抽出技術に基づいて構築されたナレッジグラフ

は、ナレッジグラフの不完全をもたらしてしまう。ナレッジグラフ

に誤りがある場合、アプリケーションは誤った結果を返してしまう。

発明専利出願は、関係の注意に基づくナレッジグラフ推論方法を提

供する。 

出願に係る請求項 

一種の関係の注意に基づくナレッジグラフ推論の方法であって、 

ナレッジグラフにおけるノードの初期埋め込み表現を取得し、前

記初期埋め込み表現を高次元空間に変換して高次元埋め込み表現を

取得し、前記ノードはナレッジグラフにおけるエンティティであり、

前記ナレッジグラフは知識に対してエンティティ認識及び関係の抽

出を行うことによって構築されたものであり、前記知識は質問応答

システム、セマンティック検索における関連知識であり、前記エン

ティティは名前付きエンティティ認識ツールを用いて自然言語テキ

ストから取得したテキストデータであり、前記初期埋め込み表現は

前記テキストデータが単語埋め込みモデルによって得られたベクト

ルであり、 
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前記ナレッジグラフにおけるターゲットノードの隣接ノードの集

合を取得し、前記ターゲットノードと前記隣接ノードの集合におけ

る隣接ノードとの関係のタイプに基づいて、隣接サブグラフを構築

し、 

前記ターゲットノードの高次元埋め込み表現と前記隣接サブグラ

フにおける隣接ノードの高次元埋め込み表現に基づいて、隣接サブ

グラフにおける情報に埋め込まれた前記ターゲットノードの隣接埋

め込み表現を取得し、 

前記ターゲットノードの高次元埋め込み表現と前記隣接埋め込み

表現とを集約して、ターゲットノードの集約埋め込み表現を取得し、 

各前記隣接サブグラフの第 1 の注意スコアに基づいて、前記集約

埋め込み表現に対して融合を行い、前記ターゲットノードの融合埋

め込み表現を取得し、 

前記融合埋め込み表示に基づいて、前記ターゲットノードに対応

するトリプルのスコアを計算し、スコアに基づいてトリプル推論を

行う 

ことを含む前記ナレッジグラフ推論の方法。 

分析及び結論 

当該解決方案は、関係の注意に基づくナレッジグラフ推論方法で

あり、当該方法の各ステップで処理されるデータは、自然言語にお

けるテキストデータ又は意味情報などの技術データであり、質問応

答システム、セマンティック検索における関連知識に対してエンテ

ィティ認識及び関係の抽出を行うことによってナレッジグラフを構

築し、ナレッジグラフ推論を行う。当該解決方案が解決しようとす
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(3)技術的課題を解決せず、又は技術的手段を利用せず、又

は技術的効果を取得しないアルゴリズム特徴又は商業規

則、方法特徴を含む発明専利出願は、専利法第 2 条第 2 項

に規定する技術方案に該当しないため、専利保護の客体に

は該当しない。 

【例 5】 

一種の消費キャッシュバックの方法 

…… 

【例 6】 

一種の電気使用量の特徴に基づいた経済景気指数の分析

方法 

…… 

 

 

 

 

 

 

るのは、テキスト埋め込み及びセマンティック検索過程において意

味情報を如何に充実させ、推論精度を向上させるという技術的課題

であり、利用するのは自然法則に則した技術的手段であり、対応す

る技術的効果を奏している。したがって、当該発明専利出願の解決

方案は、専利法第 2 条第 2 項に規定された技術方案に該当し、専利

保護の客体に該当する。 

(3)技術的課題を解決せず、又は技術的手段を利用せず、又は技術的

効果を取得しないアルゴリズム特徴又は商業規則、方法特徴を含む

発明専利出願は、専利法第 2 条第 2 項に規定する技術方案に該当し

ないため、専利保護の客体には該当しない。 

 

【例 85】 

一種の消費キャッシュバックの方法 

…… 

【例 96】 

一種の電気使用量の特徴に基づいた経済景気指数の分析方法 

…… 

【例 10】 

 一種の金融商品の価格予測方法 

 出願内容の概要 

 従来の金融商品の価格予測方法は、専門家が経験に基づいてアド

バイスを行うことが多く、予測の精確性と時間的効率が高くない。

発明専利出願は、一種の金融商品の価格予測方法を提供し、金融商

品の価格履歴データを用いてニューラルネットワークモデルを訓練
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（4）進歩性を審査する際には、技術特徴と機能的に相互に

させることにより、金融商品の将来の価格趨勢を予測する。 

出願に係る請求項 

一種の金融商品の価格予測方法であって、 

金融商品の N+1 個の日次指標履歴価格データを用いてニューラル

ネットワークモデルを訓練させて価格予測モデルを得て、前の N 個

の日次指標履歴価格データをサンプル入力データとし、最後の 1 個

の日次指標履歴価格データをサンプル結果データとし、 

前記価格予測モデル及び直近の N 個の日次指標履歴価格データを

用いて、将来の一日の金融商品の価格データを予測する 

ことを含むことを特徴とする金融商品の価格予測方法。 

分析及び結論 

当該解決方案は、一種の金融商品の価格予測方法に関し、当該方

法が処理するのは金融商品に関するビッグデータであり、ニューラ

ルネットワークモデルを利用して過去の一定期間内の金融商品の価

格データと未来の価格データとの内在的関連の関係を掘り出すが、

金融商品の価格趨勢は経済学的な法則に則するものであり、履歴価

格の高さは未来の価格の趨勢を決定することができるものではない

ため、金融商品の履歴価格データと未来の価格データとの間に自然

法則に則した内在的な関連の関係がない。当該方案が解決しようと

するのは金融商品の価格を如何にして予測するかという問題であ

り、技術的課題を構成せず、得られた対応する効果は技術的効果で

はない。したがって、当該発明専利出願は、専利法第 2 条第 2 項に

規定された技術方案に該当せず、専利保護の客体に該当しない。 

（4）進歩性を審査する際には、技術特徴と機能的に相互にサポート
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サポートし、相互作用の関係にあるアルゴリズム特徴、又

は商業規則、方法特徴が技術方案への貢献を考慮すべきで

ある。 

 【例 7】 

 一種のマルチセンサー情報に基づいたヒューマノイドロ

ボット転倒状態の検出方法 

…… 

 【例 8】 

 協調的共進化とマルチスピーシーズ遺伝的アルゴリズム

に基づくマルチロボットの経路計画システム 

…… 

【例 9】 

 一種の物流配送方法 

 出願内容の概要 

 荷物配送の過程で、荷物配送の効率を如何に効果的に向

上させること及び配送コストを如何に低減させることがこ

の発明専利出願の解決しようとする課題である。物流スタ

ッフが配送先地点に到着した後、サーバを介して注文ユー

ザの端末にメッセージを送信するという形で特定の配送エ

リアにおける複数の注文ユーザに荷物の受け取りの通知を

同時に行うことで、荷物配送の効率の向上及び配送コスト

の低減の目的を達成する。 

 出願に係る請求項 

 ユーザに荷物の受取の一括通知を送信することで物流配

送効率を向上させる物流配送方法であって、 

し、相互作用の関係にあるアルゴリズム特徴、又はビ商業規則、方

法特徴が技術方案への貢献を考慮すべきである。 

 

 【例 711】 

 一種のマルチセンサー情報に基づいたヒューマノイドロボット転

倒状態の検出方法 

…… 

 【例 812】 

 協調的共進化とマルチスピーシーズ遺伝的アルゴリズムに基づく

マルチロボットの経路計画システム 

…… 

【例 913】 

 一種の物流配送方法 

 出願内容の概要 

 荷物配送の過程で、荷物配送の効率を如何に効果的に向上させる

こと及び配送コストを如何に低減させることがこの発明専利出願の

解決しようとする課題である。物流スタッフが配送先地点に到着し

た後、サーバを介して注文ユーザの端末にメッセージを送信すると

いう形で特定の配送エリアにおける複数の注文ユーザに荷物の受け

取りの通知を同時に行うことで、荷物配送の効率の向上及び配送コ

ストの低減の目的を達成する。 

 

 出願に係る請求項 

 ユーザに荷物の受取の一括通知を送信することで物流配送効率を

向上させる物流配送方法であって、 
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 配送スタッフがユーザに荷物の受取のための通知をした

い時に、配送スタッフは手持ちの物流端末でサーバ宛てに

荷物が到着した旨の通知を送信し、 

 サーバは配送スタッフの配送範囲内のすべての注文ユー

ザへの配送を、配送スタッフ宛てに一括通知を送信し、 

 通知を受信した注文ユーザは通知情報に従って荷物の受

取を完了させ、 

 サーバによる一括通知の具体的な実施形態は、 

 サーバは、物流端末によって送信された荷物の到着通知

に含まれた配送スタッフ ID、物流端末の現在位置及び対

応する配送範囲に基づいて、前記配送スタッフ ID に対応

する、前記物流端末の現在位置を中心とする配送距離範囲

内のすべての目標注文情報を特定し、通知情報をすべての

目標注文情報における注文ユーザアカウントに対応する注

文ユーザの端末宛てに送信する 

 ことを含む物流配送方法。 

 分析及び結論 

 引用文献 1 には、一種の物流配送方法が公開され、物流

端末が配送シート上のバーコードをスキャンし、サーバに

荷物の到着を通知するようにスキャンした情報をサーバ宛

てに送信し、サーバはスキャン情報における注文ユーザ情

報を取得し、上記注文ユーザ宛てに通知を送信し、通知を

受信した注文ユーザは、通知情報に従って荷物の受取を完

了させる。 

 この発明専利出願の解決方案が引用文献 1 に対する相違

点は、ユーザの注文した荷物の到着の一括通知という点で

 配送スタッフがユーザに荷物の受取のための通知をしたい時に、

配送スタッフは手持ちの物流端末でサーバ宛てに荷物が到着した旨

の通知を送信し、 

 サーバは配送スタッフの配送範囲内のすべての注文ユーザへの配

送を、配送スタッフ宛てに一括通知を送信し、 

 通知を受信した注文ユーザは通知情報に従って荷物の受取を完了

させ、 

 サーバによる一括通知の具体的な実施形態は、 

 サーバは、物流端末によって送信された荷物の到着通知に含まれ

た配送スタッフ ID、物流端末の現在位置及び対応する配送範囲に

基づいて、前記配送スタッフ ID に対応する、前記物流端末の現在

位置を中心とする配送距離範囲内のすべての目標注文情報を特定

し、通知情報をすべての目標注文情報における注文ユーザアカウン

トに対応する注文ユーザの端末宛てに送信する 

 ことを含む物流配送方法。 

 

 分析及び結論 

 引用文献 1 には、一種の物流配送方法が公開され、物流端末が配

送シート上のバーコードをスキャンし、サーバに荷物の到着を通知

するようにスキャンした情報をサーバ宛てに送信し、サーバはスキ

ャン情報における注文ユーザ情報を取得し、上記注文ユーザ宛てに

通知を送信し、通知を受信した注文ユーザは、通知情報に従って荷

物の受取を完了させる。 

 

 この発明専利出願の解決方案が引用文献 1 に対する相違点は、ユ

ーザの注文した荷物の到着の一括通知という点である。一括通知を
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ある。一括通知を実現するために、方案におけるサーバ

と、物流端末と、ユーザ端末との間のデータアーキテクチ

ャ及びデータ通信方法についていずれも相応の調整が行わ

れ、荷物の受取通知ルールと具体的な一括通知の実現方法

は、機能的に相互に支持し合い、相互に作用する関係にあ

る。引用文献 1 に対して、特定した発明が実際に解決しよ

うとする技術的課題は、注文した荷物の到着通知の効率を

如何に向上させることにより荷物の配送の効率を高めるこ

とである。ユーザ側から見ると、より早く注文品の到着状

況の情報を取得することができ、ユーザ体験も高めること

ができる。従来技術に上記引用文献 1 に対する改善により

発明専利出願の解決方案を得るとの技術的示唆はされてお

らず、上記解決方案は進歩性を具備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【例 10】 

動的な視点進化の可視化方法 

…… 

実現するために、方案におけるサーバと、物流端末と、ユーザ端末

との間のデータアーキテクチャ及びデータ通信方法についていずれ

も相応の調整が行われ、荷物の受取通知ルールと具体的な一括通知

の実現方法は、機能的に相互に支持し合い、相互に作用する関係に

ある。引用文献 1 に対して、特定した発明が実際に解決しようとす

る技術的課題は、注文した荷物の到着通知の効率を如何に向上させ

ることにより荷物の配送の効率を高めることである。ユーザ側から

見ると、より早く注文品の到着状況の情報を取得することができ、

ユーザ体験も高めることができる。これによって、物流配達員の作

業がより便利になり、注文ユーザがより遅滞なく受取通知を受信

し、受取と配達の両方のユーザエクスペリエンスを高めることがで

きる。本願の解決方案は、注文到着通知の効率の向上、さらには荷

物配送効率の向上という技術的効果を達成し及びユーザエクスペリ

エンスの向上を得ることができる。このようなユーザエクスペリエ

ンスの向上は、機能的に相互に支持し合い、相互作用の関係を有す

るデータアーキテクチャとデータ通信方法の調整、及び受取通知規

則と具体的な一括通知の実現方法と共同してもたらしたものであ

り、上記ユーザエクスペリエンスの向上及び技術的効果が共同して

従来技術に対する発明の有利な効果を構成する。従来技術に上記引

用文献 1 に対する改善により発明専利出願の解決技術方案を得ると

の技術的示唆はされておらず、上記解決当該保護を求める技術方案

は進歩性を具備する。 

【例 1014】 

動的な視点進化の可視化方法 

…… 

 【例 15】 
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 一種のニューラルネットワークのパラメータを適応させるための

方法 

 出願内容の概要 

異なる応用場面に応じて異なるニューラルネットワークアーキテ

クチャを設計することが必要で、かつある種のコンピューティング

アーキテクチャにおいて一連の演算で実現する必要があるため、比

較的に低いハードウェアコストでニューラルネットワークにおける

演算を効率的に実現できることが期待されている。発明専利出願は、

ニューラルネットワークのパラメータを適応させるための方法を提

供し、標準形式を有するニューラルネットワークのパラメータを取

得し、ニューラルネットワークにおける演算を計算アーキテクチャ

によってサポートされる演算にマッピングすることによって、ニュ

ーラルネットワークに関連するハードウェアの設計及び実装を簡略

化する。 

出願に係る請求項 

一種のニューラルネットワークのパラメータを適応させるための

方法であって、 

ニューラルネットワークの少なくとも 1 つの層における層ごとの

重みパラメータについて、複数の次元を選択し、 

前記重みパラメータの前記複数の次元における次元ごとのサイズ

を決定し、 

ニューラルネットワーク計算をサポートするハードウェアの使用

率に基づいて、前記重みパラメータの前記複数の次元における次元

ごとの目標サイズの候補値の集合を決定し、 
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前記候補値の集合の中から、対応する次元におけるサイズ以上の

候補値のサブセットのすべてを選択し、前記候補値のサブセットに

おける最小値を、対応する次元における目標サイズにすると決定し、 

前記重みパラメータの複数の次元のうちの少なくとも 1 つの次元

におけるサイズが、対応する次元における目標サイズより小さい場

合、前記次元において重みパラメータに対してパディングすること

で、パディング後に得られた重みパラメータが次元ごとにおけるサ

イズが対応する次元における目標サイズに等しくなるようにする 

ことを含むニューラルネットワークのパラメータを適応させるた

めの方法。 

分析及び結論 

引用文献 1 には、ニューラルネットワークプロセッサ向けの設計

方法が公開された。当該方法は、ニューラルネットワークトポロジ

ー、ニューラルネット層における各層の重みパラメータ及び次元パ

ラメータ、及びハードウェアリソース制約パラメータなどに基づい

て、既に構築されたニューラルネットワーク・コンポーネント・ラ

イブラリからセルライブラリを検索し、セルライブラリに基づいて

ニューラルネットワークモデルに対応するニューラルネットワーク

プロセッサのハードウェア記述言語コードを生成し、さらに前記ハ

ードウェア記述言語コードを前記ニューラルネットワークプロセッ

サのハードウェア回路に変換する。ニューラルネットワーク特徴デ

ータと重みデータとを適当なブロックに分けてまとめて記憶し、ア

クセスする。発明専利出願の解決方案と引用文献 1 の相違点は、ニ

ューラルネットワークの層ごとの重みパラメータの次元ごとにおけ



特許業務法人 三枝国際特許事務所 

19 

 

るサイズを決定することと、ハードウェアの使用率に基づいて、重

みパラメータの次元ごとの目標サイズの候補値の集合を決定するこ

とと、対応する次元における候補値のサブセットを選択してその最

小値が目標サイズであると決定することと、重みパラメータの少な

くとも 1 つの次元におけるサイズが目標サイズより小さい場合、前

記次元における重みパラメータに対してパディングすることであ

る。 

出願書類から分かるように、当該解決方案は、重みパラメータの

サイズを目標サイズに等しくなるようにパディングすることによっ

て、ニューラルネットワークをサポートするハードウェアがニュー

ラルネットワークのデータを演算する際に、ハードウェアが前記デ

ータを効率的に処理することができ、当該解決方案におけるアルゴ

リズムはハードウェアの演算効率を向上させた。したがって、上記

ニューラルネットワークのパラメータを適応させるためのアルゴリ

ズムの特徴と技術的特徴は、機能的に互いに支持し合い、相互作用

の関係にある。引用文献 1 に対して、発明が実際に解決しようとす

る課題は、ニューラルネットワークにおける演算をハードウェアに

如何に効率的に実行させるかことであると確定する。上記ニューラ

ルネットワークのパラメータを適応させることによってハードウェ

アの演算効率を向上させる内容は他の引用文献に開示されておら

ず、所属する分野における技術常識でもなく、従来技術の全体に、

上記引用文献 1 を改良して発明専利出願の発明方案を得るための示

唆がなく、保護を求める発明の技術方案は進歩性を有する。 
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第二部分第十章 

9. 生物技術分野における発明専利出願の審査 

…… 

9.2 明細書の充分な開示 

…… 

9.2.3 ヌクレオチド又はアミノ酸配列表 

…… 

（2）配列表は単独した部分として記述し、かつ明細書の

最後に置かなければならない。また、出願人はヌクレオチ

ド又はアミノ酸の配列表を記載したコンピュータ読み取り

可能な副本を提出しなければならない。配列表の提出につ

いては第一部分第一章 4.2節を参照する。 
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